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2024 年度のチーム加盟・競技者登録手続きについてご案内 

 

2024 年度のチーム加盟・競技者登録手続きについてご案内いたします。 

登録手続きガイドをよくご確認の上、５月１日までに登録手続きおよびチーム加盟料・競

技者登録料の支払いを行っていただきますようお願いいたします。 

（※納期厳守でお願いいたします。） 

 

記 

 

・追加登録・移籍について 

随時、ご登録をお願いいたします。 

 

なお、県バスケＵ１２部会主催の公式大会に出場するには、【TeamJBA】にてチーム登録

ならびに選手登録をし、支払いを済ませる必要があります。 

令和６年度に限り登録料が免除されます。 

 

【TeamJBA】に登録されていないチーム/選手は公式大会に出場することができませんの

で、ご注意ください。（北陸電力ふれあいカップ含む） 

 

◆問い合わせはメールにてお願いいたします。 

U12_info@ishikawabasketball.jp 



2024 年 3 月 7 日付にて「令和 6 年能登半島地震」により被災された方々へ支援の一環とし

て、2024 年度各種登録料の全額免除を行うことをご連絡させていただきましたが、

TeamJBA（会員登録管理システム）での登録手続きについて補足のご連絡をさせていただ

きます。 

 

（1）登録料の表示について 

チーム加盟・競技者登録手続きを行っていただく際、お手続きの画面に JBA（日本バスケッ

トボール協会）の登録料の金額が表示される箇所があります。 

今回急ぎでシステム対応を行ったことにより、画面上にのみ金額表示が残ってしまってい

ますが、実際のお支払いは必要ありませんので、そのままお手続きを進めていただきますよ

うお願いいたします。 

 

（2）コーチ・帯同審判の登録について 

チーム登録においては、コーチ 1 名以上、帯同審判 1 名以上が必須となっており、通常は

システム上で登録手続きの際に制御を行っておりますが、今回石川県の登録料免除の対応

を行ったことの影響により、コーチ 1 名以上、帯同審判 1 名以上が登録されていない場合

でもチーム登録手続きが行える状況になっております。 

システム上の制御はありませんが、コーチ 1 名以上、帯同審判 1 名以上の登録については

必ず行っていただきますようお願いいたします。 

（未登録の場合、チーム責任者宛てにご連絡をさせていただく場合があります。） 

 

 

登録受付後のご連絡となり、大変申し訳ございません。 

ご確認の程よろしくお願いいたします。 
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2024 年 3 月 7 日 

 

石川県バスケットボール協会所属  

 加盟チーム責任者、競技者、各種ライセンスをお持ちの皆様 

令和６年能登半島地震にて被災された皆様  

 

「令和６年能登半島地震」による 2024 年度登録料免除措置について  

 

このたびの「令和 6 年能登半島地震」により被災された方々および関係者の方々には、心よりお

見舞い申し上げます。  

さて、当協会では、「令和６年能登半島地震」により被災された方々へ支援の一環として、下

記の通り 2024 年度各種登録料の全額免除を行うことといたしましたのでご連絡いたします。  

なお、例年同様登録手続きは必要になりますので、活動をする場合は定められた期間にお手続

きを行っていただきますようお願いいたします。  

当協会といたしましては、被災地におけるバスケットボールクリニックの実施など含めた支援活動を

行い、被災地の 1 日でも早い復旧、復興に寄与していきたいと考えております。  

 

記 

 

■対象となる方  

（A）石川県協会所属のチーム、競技者、各種ライセンス登録者（審判・コーチ・TO） 

（B）石川県協会以外の都道府県協会所属で「令和６年能登半島地震」にて被災された方 

（市町村発行の罹災証明書の発行を受けた方）  

    ＊近隣都道府県協会所属の方、被災後に石川県以外の都道府県で登録される方等  

 

■免除内容   

2024 年度のチーム加盟料、競技者登録料、各種ライセンス登録料（審判・コーチ・TO） 

※JBA 登録料、都道府県協会登録料のいずれも免除といたします。  

 

■対応方法  

（A）石川県協会所属のチーム、競技者、各種ライセンス登録者（審判・コーチ・TO） 

✓ 例年同様必要な登録手続きは行っていただきますが、登録料は 0 円とし、請求（支払）

を行わずに登録完了といたします。  
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（B）石川県協会以外の都道府県協会所属で「令和６年能登半島地震」にて被災された方 

✓ 登録手続きおよび登録料のお支払いを行っていただいた後、後日市町村発行の罹災証

明書の提出をもってお支払いいただいた登録料の全額を返金いたします。  

✓ 申請方法については後日当協会公式ホームページにてご案内いたします。  

 

■その他  

➢ 石川県バスケットボール協会の 2024 年度登録料収入相当額については、当協会より石川

県バスケットボール協会に補助を行い、石川県バスケットボール協会の運営、活動に支障のな

いように支援いたします。  

 

 

公益財団法人日本バスケットボール協会  

 


